
板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱 

（平成２１年４月１日区長決定） 

（平成２５年７月５日一部改正） 

（平成２７年４月１日一部改正） 

（令和３年４月１日一部改正） 

（令和４年４月２７日一部改正） 

（令和７年８月１日一部改正） 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、板橋区内の公衆浴場における耐震補強工事を促進し、これに要す

る経費の一部を助成することにより、公衆浴場利用者の安全・安心の確保を図ること

を目的とする公衆浴場耐震化促進支援事業助成金（以下「助成金」という。）の交付に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱で公衆浴場とは、東京都板橋区公衆浴場法施行条例（平成２４年板橋

区条例第９号）第２条第１項に規定する普通公衆浴場をいう。 

２ この要綱において「所有者」とは、公衆浴場を所有する者をいう。 

３ この要綱において「経営者」とは、公衆浴場を現に経営し、公衆浴場の改修につい

て所有者の承諾を得た者をいう。 

 

（助成対象事業） 

第３条 この助成金の交付の対象とする事業（以下「助成事業」という。）は、公衆浴場

の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の耐震補強工事（耐震診断に要する費用を含

む。）とする。なお、少ない費用で行う修繕を「応急的修繕」とし、主に別紙１に掲げ

る修繕をいう。また、計画的に進める比較的費用のかかる修繕を「計画的修繕」とし、

主に別紙２に掲げる修繕をいう。 

 

（助成対象者） 

第４条 補助を受けることができる者は、公衆浴場の所有者又は経営者であって、公衆

浴場の営業を継続する意思を有し、法人の場合にあっては法人事業税及び法人住民税、

個人の場合にあっては住民税及び軽自動車税を現に滞納していない者とする。ただし、

暴力団員等（東京都板橋区暴力団排除条例（平成 24年 10月 30日東京都板橋区条例第

28 号。以下「暴排条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号

に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、この要綱に基づ

く助成金の交付の対象としない。 

 （１）暴力団（暴排条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

 （２）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に

暴力団員等に該当する者があるもの 

 

（助成内容） 



第５条 板橋区は、第３条に規定する助成事業を実施する公衆浴場の所有者又は経営者

に対し、その改修等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する。 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、次のとおりとする。 

（１）応急的修繕は、助成対象経費の１５％とし、９０万円を限度とする。 

（２）計画的修繕は、助成対象経費の１５％とし、１８０万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

た額とする。 

３ 助成対象経費の内容は、耐震補強工事（必要と認められる付帯工事費を含む。）及び

耐震診断に要する経費とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成

金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければなら

ない。 

 （１）耐震化計画書（別記第１号様式の２） 

 （２）工程表及び見積書（写） 

 （３）東京都の公衆浴場耐震化促進支援事業及びクリーンエネルギー化等推進事業補

助金の交付を受けたものは、補助金交付決定書の写し 

 （４）誓約書（別記第２号様式） 

 （５）法人の場合にあっては法人事業税及び法人住民税の領収書の写し又は納税証明

書（いずれも直近のもの） 

 （６）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 浴場経営者が個人の場合であって、かつ、次のいずれかに該当する場合は、助成金

交付申請書に、住民税及び軽自動車税の領収書の写し若しくは納税証明書又は非課税

証明書（いずれも直近のもの。領収書の写しは、直近のものが属する年度分で納期が

既に到来しているもの全て）を添付するものとする。 

 （１）助成金交付申請書において、申請者から区税納付状況調査に関する同意が得ら

れない場合 

 （２）区外に居住している場合 

 （３）区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 区長は、助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成を

適当と認めたときは、助成金交付決定通知書（別記第３号様式）により通知する。 

２ 区長は、１の場合において必要があると認めた時は、助成金の交付申請に係る事項

に修正を加え、又は条件を付して助成金の交付決定をすることが出来る。 

３ 区長は、必要と認めた場合には、補助を受けようとする者が第４条ただし書に規定

する暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会するものとする。 

 



（申請の撤回） 

第９条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内容又は条

件に異議のあるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内に、書面

により申請の撤回をすることができる。 

 

（内容の変更等） 

第 10 条 交付決定者が助成事業の内容を変更しようとするとき又は中止しようとする

ときは、変更申請書（別記第４号様式）を、区長に提出しなければならない。 

 

（変更の承認） 

第 11条 区長は、前条の規定に基づく変更申請があったときは、速やかに届出の内容を

審査し、変更承認通知書（別記第５号様式）により、交付決定者に通知するものとす

る。 

 

（完了報告） 

第 12条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、完了報告書（別記第６号様式）を

区長に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第 13 条 区長は、前条の規定に基づく完了報告を受けた場合は、内容について審査し、

適当と認めたときは、助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書（別記第７号様式）

により通知するものとする。 

 

（助成金の請求） 

第 14条 交付確定を受けた者は、請求書（別記第８号様式）を区長に提出しなければな

らない。 

 

（助成金の支払） 

第 15条 区長は、提出された請求書に基づき助成金を支払う。ただし、助成金の交付決

定後に事業の円滑な遂行のため区長が特に必要があると認める場合には、概算払をす

ることができる。 

２ 助成金の交付を受けようとする者は前項ただし書の規定により助成金の支払いを受

けようとするときは、助成金概算払請求書（別記第９号様式）を区長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 助成金の交付を受けようとする者は助成金の概算払を受けたときは、第 13条の規定

による助成金の額の確定通知書受領後、助成金精算書（別記第１０号様式）を区長に

提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 16条 事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方



消費税額の確定に伴う報告書（別記第 11号様式）により報告しなければならない。た

だし、補助対象経費に消費税額を含めないで交付申請を行った場合には、この限りで 

ない。 

２ 前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を

命じるものとする。 

 

（交付の取消し及び助成金の返還） 

第 17条 区長は、公衆浴場の所有者又は経営者が次の各号のいずれかに該当した場合は、

助成金交付決定の全部又は一部を取り消し又は変更し、既に交付した助成金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。ただし、第５号に該当する場合において、補助

事業者の健康上の問題又は死亡等やむを得ない理由により公衆浴場の営業を廃止せざ

るを得ないとき等、区長が特に認める場合は助成金の返還を免除することができる。 

（１）偽り又はその他不正手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２）交付された助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）助成事業を中止又は廃止したとき。 

（４）助成対象経費が計画額を下回ったとき。 

（５）助成事業に係る公衆浴場の営業を助成事業が完了した日から５年を経過する前

に廃止したとき。 

（６）交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の

従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

（７）その他、助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 

（財産処分の制限等） 

第 18条 助成金の交付を受けた者は、この助成事業により取得した財産について、区長

の承認を受けないで助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担

保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）により定められている年数を経過した財産及び区長が特別の理

由があると認めた財産処分の場合は、この限りでない。 

２ 助成金の交付を受けた者は、区長の承認を受けて、この助成事業により取得した財

産を譲渡し、交換し、又は貸付した場合において収入があったときは、区長の指定す

る額を区に納付しなければならない。 

 

（委任） 

第 19 条 この要綱の施行については、東京都板橋区補助金等交付規則（昭和 42 年３月

31 日、東京都板橋区規則第３号）によるほか、必要な事項は産業経済部長が定める。 

 

  付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、同年４月１日以後に実施されたものに

ついて適用する。 

  付 則 

この要綱は区長決定の日から施行する。 



付 則 

 この一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、令和４年４月２７日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、令和７年８月１日から施行する。 

 



 

別紙１（第３条関係） 

 

応急的修繕（少ない費用でできる修繕）の例示 

下足箱、ロッカーや自動販売機等に転倒防止対策を行う 

浴室との間仕切りのガラスに飛散防止フィルムを貼る 

柱・梁・敷居・鴨居等の部分的腐食を修理する 

カラン上鏡をしっかり固定する 

天井板を不燃材に張り替える 

倒壊のおそれがある煙突を撤去する 

その他、応急的に行う少ない費用でできる修繕 

 

 



 

別紙２（第３条関係） 

 

計画的修繕（比較的費用のかかる修繕）の例示 

外壁の傾き・ゆがみを補強する 

屋根の沈み・傾きを補強する 

布基礎にひびわれがある場合、復旧・補修する 

漆喰塗の天井を張り替える 

耐震診断の結果、補強を要すると判明した柱等を補強する 

その他、計画的に進める比較的費用のかかる修繕 

 



別記 

第１号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

（あて先） 

板 橋 区 長 

 

公衆浴場  所在地 

名 称                 

 

公衆浴場所有者・経営者 

個人のとき 住  所 

氏  名               

法人のとき 事務所所在地 

名    称 

代表者職氏名             

 

    年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金交付申請書 

 

下記のとおり、この助成金を受けたく申請します。 

 

記 

 

１ 交付金額       金            円 

 

２ 事業の内容 

名      称 数 量 耐震化計画金額 備 考 

 

 

 

 

   

合      計    

 

３ 添付書類 

(1) 耐震化計画書  

(2) 工程表及び見積書  

(3) 写真（施行前）ほか 

(4) 東京都の補助金交付決定書の写し 

(5) 誓約書 

(6) 法人の場合は、法人事業税及び法人住民税の領収書の写し又は納税証明書（いず

れも直近のもの） 

 



４ 【個人事業主の場合】区税納付状況調査に関する同意 

 

  補助金交付に係る審査にあたり、区が保有する私の区税の納付状況を確認すること

に 

 同意します。 

 

  ※同意しない場合、区外に居住している場合又は転入前の自治体において課税され

て 

  いる場合は、下記の □ に ✔ を記入してください。 

 

   同意しない         □ 

区外に居住している     □ 

転入前の自治体において 

課税されている  □ 

             ⇓  

   追加添付書類…住民税（課税されている方は軽自動車税も）の領収書の写し又は 

          納税証明書。非課税の場合は、非課税証明書。 

          ※いずれも直近のもの（領収書の写しは、直近のものが属する年

度 

          分で納期が既に到来しているもの全て） 

 

 



第１号様式の２（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

耐 震 化 計 画 書 

 

 

住   所 

公衆浴場名 

代 表 者 名              

 

 

 

 

「板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱」に基づく設備の改善を下記により実

施します。 

 

 

記 

 

 

１ 耐震化計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 着工予定日      年  月  日 

 

 

 

３ 完工予定日      年  月  日 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

誓 約 書 
 

（宛先） 

 板 橋 区 長  

 

 板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱第７条の規定に基づく補助金の

助成申請を行うにあたり、当該申請により補助金の交付を受けようとする者（法

人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構

成員を含む。）が、同要綱第４条ただし書に該当せず、かつ、将来にわたっても

該当しないことをここに誓約します。 

また、この誓約に違反又は相違があり、同要綱第１６条の規定により補助金の

交付決定の取消しを受けた場合において、同条の規定に基づき返還を命じられた

ときは、これに異議なく応じることを誓約いたします。 

 あわせて、区長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のた

め、警視庁へ照会がなされることに同意いたします。 

 

 

      年  月  日 

    住  所 

                                     

 

    氏  名 

 

                                     

 

 

＊ 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を

記入すること。 

＊ この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下のものをいう。 

 ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 

 ・暴力団員を雇用している者 

 ・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 

 ・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 

 ・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 



第３号様式（第８条関係） 

文書番号 

 

住    所 

公衆浴場名 

氏名又は名称          様 

 

 

年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金交付決定通知書 

 

    年 月 日付で交付申請のあったこの助成金は、下記により交付する。 

 

       年  月  日 

板橋区長  区長名 

記 

 

１ 交付金額   金             円 

 

２ 事業の内容 

名      称 数 量 耐震化計画金額 備 考 

 

 

 

   

合      計    

 

３ 条  件 

(1) 板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱を遵守すること。 

(2) 下記に該当する場合は、この交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの

交付決定の内容を変更し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるこ

とがある。 

ア 偽り又はその他不正手段により助成金の交付決定を受けているとき。 

イ 交付された助成金を他の用途に使用したとき。 

ウ 助成金交付対象の耐震化を中止又は廃止したとき。 

エ 耐震化にかかる経費が計画額に達しなかったとき。 

オ 上記(1)に違反したとき。 

カ 交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の

従業者もしくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

 

４ その他 

 この内容または条件に異議のあるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して

１４日以内に、書面により申請の撤回をすることができる。 



第４号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

（宛先） 

板 橋 区 長 

 

公衆浴場  所在地 

名 称                 

 

公衆浴場所有者・経営者 

個人のとき 住  所 

氏  名               

法人のとき 事務所所在地 

名    称 

代表者職氏名             

 

 

 

    年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金変更申請書 

 

 

  年  月  日付    第   号をもって交付決定の通知のあった標記助成

金事業の内容変更をしたいので、板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱第１０条

により申請します。 

 

記 

 

１ 変更内容 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 

３ その他（添付資料等） 

 

 



第５号様式（第１１条関係） 

文書番号 

 

住    所 

公衆浴場名 

氏名又は名称          様 

 

 

年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金変更承認通知書 

 

 

    年 月 日付で変更申請のあった標記助成金事業の変更については、板橋区

公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり承認しま

す。 

 

 

 

       年  月  日 

 

板橋区長  区長名 

 

 

記 

 

 

１ 承認内容 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１２条関係） 

  年  月  日 

（宛先） 

板 橋 区 長 

公衆浴場  所在地 

名 称                 

 

公衆浴場所有者・経営者 

個人のとき 住  所 

氏  名               

法人のとき 事務所所在地 

名    称 

代表者職氏名             

 

 

年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金の 

交付に係る事業完了報告書 

 

 

 公衆浴場耐震化促進支援事業助成金の交付に係る事業が完了したので、下記のとおり

報告します。 

     

記 

 

１ 交付金額   金              円 

 

２ 事業の内容 

名      称 数 量 計画金額 実施金額 

 

 

 

 

 

 

   

合      計    

 

３ 添付書類 

(1) 領収書（写） 

(2) 写真（施行後） 

 



第７号様式（第１３条関係） 

文書番号 

 

 

住    所 

公衆浴場名 

氏名又は名称          様 

 

 

 

年度板橋区公衆浴場耐震化促進事業助成金交付確定通知書 

 

 

    年 月 日付で完了報告のあったこの助成金は、下記により確定する。 

 

 

       年  月  日 

 

板橋区長   区長名 

 

 

記 

 

 

１ 交付確定金額   金              円 

 

 

２ 事業の内容 

名      称 数 量 実施金額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

   

合      計    

 



第８号様式（第１４条関係） 

 

 

請 求 書 

 

 

金           円 

 

 

ただし、    年  月  日付  （文書番号）  で交付確定通知のあった 

    年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金として上記の金額を

請求します。 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

名    称  

住    所  

代表者職氏名  

 

 

 

 

（あて先） 

板 橋 区 長 

 



第９号様式（第１５条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛 先） 

板 橋 区 長 

 

住    所  

名    称  

代表者職氏名  

 

 

   年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金概算払請求書 

 

 

     年  月  日付   第   号で交付決定の通知を受けた    年度

板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金について、板橋区公衆浴場耐震化促進支援事

業助成要綱第 15条第２項の規定に基づき下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 概算払請求理由 

 

 

２ 交 付 決 定 額      金          円 

 

 

３ 概算払請求額       金          円 

＊請求額の根拠となる資料を添付すること 

 

４ 残    額       金          円 

 



第１０号様式（第１５条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛 先） 

板 橋 区 長 

 

住    所  

名    称  

代表者職氏名  

 

 

   年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金精算書 

 

 

     年  月  日付   第   号で交付決定の通知を受けた    年度

板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金について、板橋区公衆浴場耐震化促進支援事

業助成要綱第 15条第３項の規定に基づき下記のとおり精算します。 

 

 

記 

 

 

１ 交 付 決 定 額      金          円 

 

 

２ 概算払受領済額      金          円 

 

 

３ 確  定  額      金          円 

 

 

４ 追給（返還）額      金          円 

               （詳細は別紙のとおり）  

 



第１１号様式（第１６条関係） 

                                

年  月  日 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

                      所 在 地  

                      事業者名  

                      代表者名  

 

         年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成金 

       に係る消費税及び地方消費税額の確定にともなう報告書 

 

    年度板橋区公衆浴場耐震化促進支援事業助成要綱第 16 条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

                   記 

 

１ 補助金額（区長が確定通知書により通知した額）              円 

 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額      円 

 

 

３ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う消費税及び 

 地方消費税に係る仕入控除税額                       円 

 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）                       円 

 

 


